
















資料７－４－14 日本債券信用銀行に対する過去３回の資産査定状況

資産分類区分 検査基準日 平成10年３月31日 平成９年４月15日 平成５年８月16日

Ⅰ分類（Ⅱ分類、Ⅲ分類及びⅣ分類としない ８兆９，１２５億円 １０兆６，７５２億円 １４兆 ５６９億円
資産）

Ⅱ分類（個別に適切なリスク管理を要する資 ２兆３，０７７億円 ２兆４，１８０億円 ２兆１，２９９億円
産）

Ⅲ分類（最終の回収に重大な懸念が存する資 １兆３，１１０億円 １兆１，２１２億円 １，５３６億円
産）

Ⅳ分類（回収不可能又は無価値と判定される １，２７７億円 ５８９億円 ５５１億円
資産）

（注）億円未満切り捨て

＊ 平成11年１月29日 国会提出（衆議院・予算委員会、提出時の表題：日本債券信用銀行に対する資産査定状況）



内

閣

総

理

大

臣

の

談

話

日
本
債
券
信
用
銀
行
に
つ
い
て

平
成
十
年
十
二
月
十
三
日

一
．

日
本
債
券
信
用
銀
行
に
つ
い
て
は
、

今
般
の
金
融
監
督
庁
検
査
に
よ
り
、

本
年
三
月
末
時
点
で
債
務
超
過

と
な
る
と
見
込
ま
れ
、

金
融
監
督
庁
は
、

同
行
に
対
し
、

債
務
超
過
を
解
消
す
る
た
め
採
り
得
る
資
本
充
実

策
等
に
つ
い
て
、

逐
次
報
告
を
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

検
査
結
果
通
知
か
ら
一
か
月
近
く
が
経
過

し
よ
う
と
す
る
中
で
、

同
行
よ
り
実
現
性
の
あ
る
資
本
充
実
策
が
提
示
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ

た
。

二
．

金
融
再
生
委
員
会
の
設
立
ま
で
の
間
、

同
委
員
会
の
権
限
を
代
行
す
る
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
は
、

こ
う

し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

本
日
、

「

金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
」

（

金
融
再
生
法

第
三
十
六
条
に
基
づ
く
特
別
公
的
管
理
の
開
始
の
決
定
を
行
い
、

併
せ
て
、

同
法
第
三
十
八
条
に
基
づ
き
、

預
金
保
険
機
構
に
よ
る
特
別
公
的
管
理
銀
行
の
株
式
の
取
得
の
決
定
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
．

今
般
の
特
別
公
的
管
理
の
開
始
の
決
定
後
も
、

日
債
銀
は
、

基
本
的
に
は
、

従
来
通
り
、

通
常
の
業
務
運

５１

営
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、

金
融
再
生
法
上
の
特
別
公
的
管
理
銀
行
と
し
て
、

例
え
ば
、

新
経
営
陣
の
選
任

㛤４

業
務
基
準
及
び
経
営
合
理
化
計
画
の
策
定
及
び
そ
の
承
認
、

取
得
株
式
の
対
価
の
決
定
等
、

所
要
の
手
続
き

㛤７

が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

特
別
公
的
管
理
の
開
始
決
定
と
同
時
に
、

資
産
劣
化
防
止
の
観

料資

点
か
ら
、

金
融
監
督
庁
長
官
よ
り
同
行
に
対
し
、

銀
行
法
第
二
十
六
条
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
し
た



と
こ
ろ
で
あ
り
、

日
債
銀
に
お
い
て
は
、

新
経
営
陣
の
就
任
前
で
あ
っ

て
も
、

こ
の
命
令
を
踏
ま
え
、

適
切

な
業
務
運
営
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

四
．

今
後
、

日
債
銀
に
対
し
て
は
、

金
融
再
生
法
に
基
づ
き
、

預
金
保
険
機
構
が
業
務
に
必
要
な
資
金
の
貸
付

け
や
特
例
資
金
援
助
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、

こ
の
結
果
、

日
債
銀
の
預
金
、

金
融
債
、

イ
ン
タ
ー

バ

ン
ク
取
引
、

デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
等
の
負
債
は
全
額
保
護
さ
れ
、

期
日
通
り
支
障
な
く
支
払
わ
れ
る
と
と
も

に
、

善
意
か
つ
健
全
な
借
手
へ
の
融
資
も
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
の
で
、

利
用
者
に
お
か
れ
て
は

心
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

冷
静
な
対
応
を
お
願
い
し
た
い
。

五
．

政
府
と
し
て
は
、

今
後
と
も
、

預
金
者
等
の
保
護
と
信
用
秩
序
の
維
持
、

内
外
の
金
融
市
場
の
安
定
性
確

保
に
万
全
を
期
し
て
参
り
た
い
。
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平成１０年１２月１３日

金 融 監 督 庁 長 官 談 話

１．本日、内閣総理大臣は、日本債券信用銀行について、当庁の検

査結果等を踏まえ、必要な手続を経て、金融再生法第３６条に基

づく特別公的管理の開始の決定等を行った。

２．日債銀の業務運営については、今後も従来通り行われることに

なるが、資産劣化防止の観点から、特別公的管理の開始の決定と

同時に、当庁より同行に対し、銀行法第２６条に基づく業務改善

命令を発出した。日債銀においては、この命令を踏まえ、適切な

業務運営を行っていくことが求められる。

３．当庁としては、今般の特別公的管理の決定が年末の金融繁忙期

と重なったことをも踏まえ、金融システム不安や信用収縮が再燃

することのないよう、大蔵省等の関係省庁や日本銀行とも協力し

て、必要な対応をとることとする。

４．また、当庁としては、今般の日債銀に関する決定の内容等が、

内外の市場関係者に正確に理解されるよう、大蔵省、日本銀行と

も協力して、海外の関係当局に十分な説明を行うなどの努力を行

っていきたいと考えている。

５．今後とも、当庁としては、我が国金融システムの早期健全化の

ため、検査、モニタリングの強化と早期是正措置の厳正な運用な

どの監督権限の適切な行使を通じ、個々の金融機関の経営の健全

化を図り、もって預金者等の保護と信用秩序の維持や、内外の金

融市場の安定性確保に万全を期して参りたい。
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